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平 成 ２ １ 年

上砂川町議会第３回臨時会会議録（第１日）

４月２８日（火曜日）午前１０時００分 開 会

午前１０時１６分 閉 会

〇議事日程 第１号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 会期決定について

４月２８日 １日間

第 ３ 議案第２２号 上砂川町税条例の一

部を改正する条例制定について

第 ４ 議案第２３号 平成２１年度上砂川

町一般会計補正予算（第１号）

〇会議録署名議員

４番 数 馬 尚

５番 髙 橋 成 和

◎開会の宣告

おはようございます。ただ〇議長（堀内哲夫）

いまの出席議員は９名でございます。

理事者側につきましては、全員出席しておりま

す。

なお、４月の人事異動によりまして清野建設水

道課長、奥山総務企画課参事が本日の臨時会より

出席しておりますので、ご紹介いたします。最初

に、清野建設水道課長。

建設水道課長の清〇建設水道課長（清野勝吉）

野です。今後ともよろしくお願いいたします。

、 。〇議長 堀内哲夫（ ） 次に 奥山総務企画課参事

総務企画課参事〇総務企画課参事（奥山光一）

の奥山です。よろしくお願いいたします。

定足数に達しておりますの〇議長（堀内哲夫）

で、平成21年第３回上砂川町議会臨時会は成立い

たしましたので、開会いたします。

（開会 午前１０時００分）

◎開議の宣告

直ちに本日の会議を開きま〇議長（堀内哲夫）

す。

◎会議録署名議員指名について

日程第１、会議録署名議員〇議長（堀内哲夫）

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第117条の規定に

よって、４番、数馬議員、５番、髙橋議員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。

◎会期決定について

日程第２、会期決定につい〇議長（堀内哲夫）

て議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１

日にしたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

、 、 。よって 会期は 本日１日に決定いたしました

◎議案第２２号

日程第３、議案第22号 上〇議長（堀内哲夫）

砂川町税条例の一部を改正する条例制定について

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第22号 上砂川町税条例の一部を改正する条

例制定について、提案理由を申し述べますので、

ご審議賜りますようお願いをいたします。
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上砂川町税条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。

提案理由といたしましては、地方税法等の一部

を改正する法律等が平成21年３月31日に公布され

たことに伴い、上砂川町税条例の関係条項を改正

するものであること。

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いをいたします。

以上であります。

以上で提案理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

引き続き内容の説明を求めてまいりますが、条

例本文の内容が相当量となっておりますので、読

み上げについては省略したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

本文の読み上げについては、省略することに決

定いたしました。

それでは、内容の説明を求めてまいります。副

町長。

それでは、ご指示により〇副町長（貝田喜雄）

まして議案第22号について内容の説明をいたしま

す。

お手元に配付しております資料ナンバー１の上

砂川町税条例改正の概要をご参照いただきたいと

思います。このたびの条例改正につきましては、

地方税法の一部改正に伴い、個人住民税について

住宅ローン特別控除が創設されたほか、上場株式

等の配当及び譲渡所得等に対する軽減税率の延長

や、固定資産税の負担調整措置の継続、さらには

国民健康保険税の低所得者軽減等に係る関係条項

を改正するものでございます。

２番目の改正の要旨でございます （１ 、町。 ）

民税関係の①、個人住民税における住宅ローン特

別控除の創設でありますが、この改正につきまし

ては100年に１度の世界経済の危機を迎える中で

第１次経済対策の一つとして特に経済効果が大き

い住宅投資の促進による内需拡大の観点から創設

されたものであり、控除適用期間は10年となるも

のでございます。ポイントは、所得税から差し引

けない減税分について住民税からも差し引くもの

でございまして、現行は20年度入居者までとなっ

ております特別措置につきまして対象を拡大する

ものでございます。アの対象者でございます。新

築、中古住宅を取得し、平成21年から25年までの

５年間の入居者で、かつ所得税の住宅ローン控除

の適用者とし、控除額につきましては所得税から

控除し切れなかった住宅ローン控除額について所

得税における税額控除額と同額、最高は９万7,50

0円となるものでございますが、これを限度に個

人住民税から控除するもので、市町村に対します

申告につきましても給与支払い報告書等について

所要の改正を行うということで、一切不要となる

ものでございます。

②の上場株式等の配当及び譲渡所得等に対する

軽減税率の延長につきましては、特例措置が平成

20年12月31日で失効となるということから、現行

10％の軽減措置について平成21年１月１日から平

成23年12月31日まで３年間期間の延長をするもの

でございます。

（２）の固定資産税関係の①、固定資産税の負

担調整措置の継続につきましては、平成21年度か

ら23年度まで引き続き継続するものでございまし

て、アに記載のとおり税負担が大幅に増加した土

地については前年度課税標準額を引き下げ、また

は据え置くこととし、税負担が一定割合未満の土

地については前年度課税標準額に評価額の５％を

加算する措置を継続し、税負担の公平化を図るも

のであります。イにつきましては、平成21年度が

３年に１度の評価替えの年ということでございま

して、それ以降の据え置き年度におきましても評

価額を下落修正できる特例措置を継続するもので

ございます。

（３）の国民健康保険税関係のうち①の２割軽

減対象者の見直しにつきましては、現行所得申請
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が義務化されておりまして、これにより２割軽減

適用の有無が決定されますが、前年度所得で所得

要件を満たしていれば、申請をすることなく、一

律にその年度については２割軽減を適用するとい

うことで、低所得者の負担軽減を図るものでござ

います。なお、次年度に所得要件を超えた場合に

ついては、２割軽減の適用除外となるということ

でございます。平成21年度の２割軽減世帯につき

、 、 、ましては 医療分 後期高齢者支援分で140世帯

うち介護分で66世帯を見込んでいるところでござ

います。

②の特別徴収の方法による徴収を行わない納税

義務者の要件の見直しにつきましては、現在滞納

者につきましては年金からの特別徴収しか認めら

れておりませんが、相当程度の納付があれば口座

振替による普通徴収を認めることとしたものでご

ざいます。

③につきましては、被保険者間の負担の公平及

び中間所得者層の負担軽減を図るため、国民健康

保険税の介護納付金に係る課税限度額を現行の９

万円から10万円に引き上げるもので、当町での対

象者につきましては３名というふうに見込んでご

ざいます。これによりまして、医療費、後期高齢

者支援分を含んだ賦課限度額の合計につきまして

は68万円から69万円となるものであります。

以上が内容の説明でありますが、議長のお取り

計らいによりまして、条例本文の読み上げにつき

ましては省略をさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（堀内哲夫）

以上で提案理由並びに内容の説明が終了いたし

ましたので、これより順次、質疑、討論、採決を

行ってまいります。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより議案第22号について採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第22号 上砂川町税条例の一

部を改正する条例制定については、原案のとおり

決定いたしました。

◎議案第２３号

次、日程第４、議案第23号〇議長（堀内哲夫）

（ ）平成21年度上砂川町一般会計補正予算 第１号

について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第23号 平成21年度上砂川町一般会計補正予

算（第１号）について、提案理由を申し述べます

ので、ご審議賜りますようお願いをいたします。

本文をご参照願います。平成21年度上砂川町一

般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ170万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ23億6,050万円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

平成21年４月28日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）
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わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

それでは、ご指示により〇副町長（貝田喜雄）

議案第23号について内容の説明をいたします。

２ページをご参照いただきたいと思います。第

１表、歳入歳出予算補正。１、歳入、14款道支出

、 。金170万円の追加で 9,113万1,000円となります

２項道補助金170万円の追加で、1,697万2,000

円となります。

歳入合計が170万円の追加で、23億6,050万円と

なります。

２、歳出、７款商工費170万円の追加で、5,383

万4,000円となります。

１項商工費、同額であります。

歳出合計が170万円の追加で、23億6,050万円と

なります。

３ページ、事項別明細書の歳出でございます。

３、歳出、商工費、商工費、３目観光費170万円

の追加で、1,195万3,000円となります。13節委託

、 、料170万円の追加で 観光施設周辺環境整備事業

緊急雇用創出推進事業用となるものでございま

す。

資料ナンバーの２をごらんいただきたいと思い

ます。緊急雇用創出推進事業の概要であります。

現在の厳しい雇用情勢にかんがみ、北海道におい

て失業者の雇用を確保するため国の第２次補正予

算における緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活

用し、基金を設置する中で平成21年度から23年度

までの３年間に一時的な雇用、就業機会を創出す

る事業を実施するものであります。北海道は、こ

の基金を短期雇用就業者創出のために一定基準で

各市町村に配分するもので、本町には３年間分で

506万5,000円が配分されるものでございまして、

３年間で等分し、事業を行うものでございます。

実施事業の内容であります。観光施設周辺環境

整備事業といたしまして、温泉の施設周辺やスキ

ー場のほか昨年までに植樹をいたしました北１条

線などの桜並木周辺及び墓地等公共施設の草木の

刈り払いとごみ処理等を実施し、失業者の雇用確

保を図るものでございます。

実施事業の要件でございます。３に記載してお

ります。事業費に対する人件費の割合が70％以上

で、失業者の雇用割合が４分の３以上、そして１

人平均実労働日数45日以上と、こうなるものでご

ざいまして、すべてハローワークを通し、募集す

るということになるものでございます。このたび

の事業予算は170万円でございますので、人件費

につきましては120万円とし、２人雇用でそれぞ

れ85日間を見込むものでございます。

補助率につきましては100％補助で、平成21年

５月の中旬から10月中旬にかけ実施するものとい

たしまして、民間委託ということで町内企業に委

託するものでございます。

予算書へお戻りください。３ページの歳入であ

ります。２、歳入、道支出金、道補助金、５目労

、 。働費補助金170万円の追加で 170万円となります

緊急雇用創出推進事業補助金の計上であります。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（堀内哲夫）

以上で提案理由並びに内容の説明が終了いたし

ましたので、これより順次、質疑、討論、採決を

行ってまいります。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。３番、斎藤議員。

お伺いいたします。〇３番（斎藤勝男）

募集人員は何名ぐらいやったのですか。

林総務企画課長。〇議長（堀内哲夫）

現段階での試算で〇総務企画課長（林 智明）

は、先ほど副町長説明いたしましたように２名の

85人工分ずつということで、170日分を予算計上

するものであります。

了解。わかりました。〇３番（斎藤勝男）

よろしいですか。あとござ〇議長（堀内哲夫）

いませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）
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ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより議案第23号について採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第23号 平成21年度上砂川町

一般会計補正予算（第１号）については、原案の

とおり決定いたしました。

◎閉会の宣告

以上で本臨時会に付託され〇議長（堀内哲夫）

ました案件の審議は全部終了いたしました。

したがって、平成21年第３回上砂川町議会臨時

。 。会を閉会いたします ご苦労さまでございました

（閉会 午前１０時１６分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 堀 内 哲 夫

署 名 議 員 数 馬 尚

署 名 議 員 髙 橋 成 和
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出 席 議 員

議席 ３ 臨
氏 名

番号 4.28

１ 堀 内 哲 夫 ○

２ 水 谷 寿 彦 ○

３ 斎 藤 勝 男 ○

４ 数 馬 尚 ○

５ 髙 橋 成 和 ○

６ 大 内 兆 春 ○

７ 川 上 三 男 ○

８ 横 溝 一 成 ○

９ 柳 川 暉 雄 ○
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説 明 の た め 出 席 し た 者

３ 臨
役 職 名 氏 名

4.28

町 長 加賀谷 政 清 ○

副 町 長 貝 田 喜 雄 ○

教 育 長 勝 又 寛 ○

教 育 委 員 長 栗 原 順 道 ○

監 査 委 員 道 藤 秋 夫 ○

監 査 事 務 局 長 是 洞 春 輝 ○

総 務 企 画 課 長 林 智 明 ○

総務企画課参事 奥 山 光 一 ○

住 民 福 祉 課 長 山 本 丈 夫 ○

税 務 出 納 課 長 高 木 則 和 ○

建 設 水 道 課 長 清 野 勝 吉 ○

消 防 長 川 下 清 ○

教 育 次 長 渡 辺 修 一 ○

老人保健施設長

高 橋 良 ○町 立 診 療 所 事 務 長

特別養護老人ホーム施設長

事 務 局 職 員 出 席 者

３ 臨
職 名 氏 名

4.28

事 務 局 長 是 洞 春 輝 ○

書 記 三 上 美知子 ○


